
公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

平成29年度「Asia Leadership
Fellow Program」に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月1日

公益財団法人国際文化
会館
東京都港区六本木5-
11-16

1010405010617

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

18,020,499 - 無 公財 国認定 -

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

平成28年度「国際交流基金アジア
センター×Jリーグ連携サッカー交
流事業」に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月1日

公益社団法人日本プロ
サッカーリーグ
東京都文京区本郷3-
10-15

8010005018599

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

32,264,600 - 無 公社 国認定 -
減額修正
9,168,734

円

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

アジア・オムニバス映画製作シリー
ズ「アジア三面鏡」第一作プロダク
ション以降制作に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月1日

公益財団法人ユニジャ
パン
東京都中央区築地4-1-
1

9010005015595

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

15,420,720 - 無 公財 国認定 -
減額修正
5,521,111

円

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

平成28年度「国際交流基金アジア
センター×JFA連携サッカー交流事
業（長期派遣）」に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月1日

公益財団法人日本サッ
カー協会
東京都文京区本郷3-
10-15

8010005018665

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

11,700,000 - 無 公財 国認定 -

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

平成28年度「国際交流基金アジア
センター×JFA連携サッカー交流事
業（その他）」に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月1日

公益財団法人日本サッ
カー協会
東京都文京区本郷3-
10-15

8010005018665

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

23,656,434 - 無 公財 国認定 -
減額修正
6,062,350

円

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

平成29年度「“日本語パートナーズ”
台湾派遣事業」に係る業務委託契
約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月1日

公益財団法人日本台湾
交流協会
東京都港区六本木3-
16-33

8010405010370

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

16,668,493 - 無 公財 国認定 -

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

日アセアン「JITA-KYOEI
PROJECT」柔道交流事業（国際セミ
ナー・指導者派遣）に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年4月27日
公益財団法人講道館
東京都文京区春日1-
16-30

5010005018478

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

12,662,440 - 無 公財 国認定 -
減額修正
2,188,576

円

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

無

平成29年度「東京国際映画祭をプ
ラットフォームとしたアジア映画交流
事業」に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年6月1日

公益財団法人ユニジャ
パン
東京都中央区築地4-1-
1

9010005015595

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

79,830,000 - 無 公財 国認定 -
減額修正
15,023,572

円

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

平成29年度アジア・オムニバス映画
製作シリーズ「アジア三面鏡」第二
作の製作に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年6月1日

公益財団法人ユニジャ
パン
東京都中央区築地4-1-
1

9010005015595

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

35,099,400 - 無 公財 国認定 -

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
法人番号

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約の見直しの状況（物品・役務等）

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

随意契約によること
とした業務方法書
又は会計規定等の
根拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

様式７－４ 



公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
法人番号

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

随意契約によること
とした業務方法書
又は会計規定等の
根拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

「国際舞台芸術ミーティング(TPAM)
in 横浜2018」に係る共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年6月12日

①公益財団法人神奈川
芸術文化財団
神奈川県横浜市中区山
下町3-1

②公益財団法人横浜市
芸術文化振興財団
神奈川県横浜市中区山
下町2

③特定非営利活動法人
国際舞台芸術交流セン
ター
東京都渋谷区恵比寿南
3-1-2

①5020005009220
②3020005007028
③6011005002099

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

80,000,000 - 無 公財 都道府県認定 -

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

有

平成29年日中国交正常化45周年
記念日中映画交流事業共催契約

本部
契約担当職　理事　櫻井友
行
東京都新宿区四谷4-4-1

平成29年11月1日

公益財団法人ユニジャ
パン
東京都中央区築地4-1-
1

9010005015595

契約の性質又は
目的が競争入札
に適さないとき。
（会計規程第25
条第1項第1号）

同種の他の契約
の予定価格を類
推させる恐れが
あるため公表し
ない

34,300,000 - 無 公財 国認定 -
減額修正
447,930円

当基金の特性による
随意契約（共催契約）
として公益法人との契
約を行ったもの。契約
監視委員会による点
検済。

無

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


